
 「舞  鶴  市  ま  い  づ  る  産  品  ⽣  産  強  化  等  ⽀  援  事  業  補  助  ⾦」  事  業  者  募  集  要  項 

    舞  鶴  市  （以  下  「市」  と  い  う。）  で  は、  ふ  る  さ  と  納  税  の  寄  附  受  ⼊  額  の  拡  ⼤  及  び  地  域  経  済  の  活  性  化 
 を  図  る  た  め、  ふ  る  さ  と  納  税  の  仕  組  み  を  活  ⽤  し  た  ク  ラ  ウ  ド  ファ  ン  ディ  ン  グ  （以  下  「  CF  」  と  い  う。） 
 に  よ  る  資  ⾦  調  達  を  実  施  し、  事  業  者  の  ⽣  産  強  化  等  の  取  組  を  ⽀  援  す  る  に  あ  た  り、  下  記  の  と  お  り  事  業  者 
 を  募  集  し  ま  す。 

 １  ．  募  集  に  係  る  事  項 
 （１）  概  要 
    市  は、  ま  い  づ  る  産  品  （市  内  に  事  業  所  を  有  す  る  法  ⼈  ⼜  は  個  ⼈  が  本  市  の  区  域  内  に  お  い  て  ⽣  産  し  た  物 
 品  そ  の  他  こ  れ  に  類  す  る  も  の  で  あっ  て、  特  例  控  除  対  象  寄  附  ⾦  の  対  象  と  な  る  都  道  府  県  等  の  指  定  に  係  る 
 基  準  等  (平  成  31  年  総  務  省  告  ⽰  第  179  号)  第  5  条  に  規  定  す  る  基  準  を  満  た  す  も  の  を  い  う。）  の  ⽣  産  強  化  の 
 た  め  に  設  備  投  資  等  を  ⾏  う  事  業  者  に  対  し  て、  補  助  ⾦  に  よ  る  ⽀  援  を  実  施  し  ま  す。 
    事  業  者  か  ら  公  募  に  よ  り  事  業  提  案  を  募  集  し、  そ  の  市  場  性  や  訴  求  ⼒、  収  益  性  等  に  つ  い  て  審  査  を  ⾏ 
 い、  認  定  さ  れ  た  事  業  に  つ  い  て、  市  が  CF  に  よ  り  寄  附  を  募  集  し  ま  す。 
    寄  附  の  募  集  期  間  内  に  寄  附  の  ⽬  標  ⾦  額  （補  助  対  象  経  費  の  1.25  倍）  を  達  成  し  た  場  合、  舞  鶴  市  ま  い  づ 
 る  産  品  ⽣  産  強  化  等  ⽀  援  事  業  補  助  ⾦  交  付  要  綱  の  規  定  に  基  づ  き、  市  は  事  業  者  に  補  助  ⾦  を  交  付  し  ま  す。 
 （た  だ  し、  寄  附  ⽬  標  ⾦  額  を  達  成  で  き  な  い  場  合  で  あっ  て  も  市  と  の  協  議  に  よ  り  補  助  ⾦  を  交  付  す  る  場  合 
 が  あ  り  ま  す。） 

 （２）  応  募  の  資  格 
    市  内  に  事  業  所  を  有  す  る  法  ⼈  ⼜  は  個  ⼈  で  あっ  て、  次  に  掲  げ  る  要  件  の  い  ず  れ  に  も  該  当  す  る  も  の  と  し 
 ま  す。 
    ①  ⽣  産  し  た  産  品  を  市  の  ふ  る  さ  と  納  税  の  返  礼  品  と  し  て  登  録  す  る  意  思  を  有  し  て  い  る  こ  と。 
    ②  当  該  補  助  ⾦  の  交  付  の  決  定  を  受  け  た  ⽇  か  ら  5  年  以  上  継  続  し  て  ま  い  づ  る  産  品  の  ⽣  産  を  ⾏  う  意  思  を 
       有  し  て  い  る  こ  と。 
    ③  市  税  を  滞  納  し  て  い  な  い  こ  と。 

 （３）  補  助  ⾦  額 
    交  付  す  る  補  助  ⾦  は  CF  に  よ  り  資  ⾦  調  達  し、  寄  附  額  の  5  分  の  2(  そ  の  額  に  1,000  円  未  満  の  端  数  が  ⽣  じ  た 
 と  き  は、  こ  れ  を  切  り  捨  て  た  額)  を  交  付  し  ま  す。  た  だ  し、  １  事  業  あ  た  り  の  補  助  ⾦  の  上  限  額  は  200  万  円 
 と  し、  補  助  対  象  経  費  の  範  囲  内  で  補  助  ⾦  を  交  付  し  ま  す。  補  助  ⾦  額  を  超  え  た  ⾦  額  は  事  業  者  負  担  と  な  り 
 ま  す  の  で  ご  留  意  く  だ  さ  い。 

 （４）  補  助  対  象  事  業  等 
    【補  助  対  象  事  業】 
    ま  い  づ  る  産  品  の  ⽣  産  強  化  に  必  要  な  設  備  投  資  等  に  関  す  る  も  の 

    【補  助  対  象  経  費】 
  ‧  ⼯  場、  作  業  場  等  の  建  物  取  得  に  係  る  建  設  費 
  ‧  建  物  付  帯  設  備  の  整  備  ⼜  は  取  得  に  要  す  る  経  費 
  ‧  ま  い  づ  る  産  品  の  ⽣  産  に  要  す  る  構  築  物  の  取  得  及  び  機  械  装  置  等  の  取  得  に  係  る  経  費 
  ‧  建  物  賃  貸  に  よ  る  増  改  築  費 
  ‧  備  品  購  ⼊  費  （ま  い  づ  る  産  品  の  ⽣  産  に  要  す  る  も  の  に  限  る） 
  ‧  委  託  費  （ま  い  づ  る  産  品  の  ⽣  産  に  要  す  る  も  の  に  限  る） 
  ‧  外  部  評  価  費  （ま  い  づ  る  産  品  の  ⽣  産  に  要  す  る  も  の  に  限  る） 
  ‧  そ  の  他  ま  い  づ  る  産  品  の  ⽣  産  に  必  要  と  認  め  る  経  費 
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    【補  助  対  象  外  経  費】 
    公  租  公  課、  官  公  署  に  ⽀  払  う  ⼿  数  料  等、  飲  ⾷  費、  遊  興  費、  ⼟  地  の  購  ⼊  費  及  び  造  成  費、  そ  の  他  社  会 
 通  念  上  不  適  切  と  認  め  ら  れ  る  費  ⽤ 

 ２  ．  ス  ケ  ジュー  ル 
  ‧  応  募  書  類  提  出  期  限        令  和  ７  年  ７  ⽉  18  ⽇  （⾦）  17  時  ま  で 
  ‧  応  募  内  容  の  審  査           舞  鶴  市  公  募  型  補  助  ⾦  等  交  付  対  象  者  選  定  委  員  会  （以  下  「選  定  委  員  会」  と 
                                     い  う。）  に  お  い  て、  応  募  者  に  よ  る  説  明  及  び  提  出  書  類  の  内  容  を  基  に  審  査 
                                     し  ま  す。 
                                     ※  開  催  ⽇  は  別  途  応  募  者  に  案  内  し  ま  す。 
  ‧  事  業  認  定  通  知              選  定  委  員  会  開  催  後  １  週  間  以  内  に  審  査  結  果  を  通  知  し  ま  す。 
  ‧  CF  開  始                    事  業  認  定  以  降、  必  要  な  デー  タ  ⼊  稿  後  （  CF  実  施  期  間  は  市  と  調  整） 
  ‧  補  助  ⾦  交  付  申  請        ⽬  標  額  を  達  成  し  た  ⽇  ⼜  は  CF  が  終  了  し  た  ⽇  の  い  ず  れ  か  の  ⽇  か  ら  30  ⽇  以  内 
  ‧  補  助  ⾦  交  付  決  定           交  付  申  請  後  14  ⽇  以  内 
  ‧  事  業  開  始                 補  助  ⾦  交  付  決  定  後 
                                     ※  た  だ  し、  や  む  を  得  な  い  事  情  が  あ  る  と  認  め  ら  れ  る  場  合  は、  交  付  決  定  前  着 
                                     ⼿  届  を  提  出  し  た  う  え  で、  事  業  に  着  ⼿  す  る  こ  と  も  可  能  で  す。 

 ３  ．  提  出  書  類  及  び  提  出  ⽅  法 
    （１）  提  出  書  類  に  つ  い  て 
       事  業  の  応  募  に  あ  たっ  て  は、  次  の  書  類  を  提  出  し  て  く  だ  さ  い。 
       ア     舞  鶴  市  ま  い  づ  る  産  品  ⽣  産  強  化  等  ⽀  援  事  業  補  助  ⾦  事  業  認  定  申  請  書  (様  式  第  1  号) 
       イ     事  業  計  画  書  (  様  式  第  2  号  ) 
       ウ     収  ⽀  予  算  書  (  様  式  第  3  号  ) 
       エ     過  去  3  年  分  の  決  算  書  ⼜  は  確  定  申  告  書  の  写  し 
       オ     登  記  事  項  証  明  書  (法  ⼈  の  場  合  に  限  る。) 
       カ     個  ⼈  事  業  の  開  業‧  廃  業  等  届  出  書  の  写  し  (個  ⼈  の  場  合  に  限  る。) 
       キ     市  税  の  納  税  証  明  書 
       ク     そ  の  他  市  ⻑  が  必  要  と  認  め  る  書  類 

    （２）  提  出  ⽅  法  に  つ  い  て 
       上  記  提  出  書  類  ア〜  ウ  に  つ  い  て  は  各  ４  部、  エ〜  キ  に  つ  い  て  は  各  １  部  を  郵  送  ⼜  は  持  参  に  よ  り、 
    下  記  ま  で  ご  提  出  く  だ  さ  い。 

    【提  出  先】 
       〒  625-8555     舞  鶴  市  字  北  吸  1044  番  地 
       舞  鶴  市  役  所     産  業  振  興  部     ふ  る  さ  と  応  援  課     ふ  る  さ  と  応  援  寄  附  ⾦  担  当 

 ４  ．  審  査  ⽅  法  及  び  審  査  基  準 
    （１）  審  査  ⽅  針  に  つ  い  て 
       審  査  は、  選  定  委  員  会  が  ⾏  い  ま  す。  審  査  に  あ  たっ  て  は、  次  の  審  査  基  準  に  基  づ  い  て  事  業  計  画  等  の 
    内  容  を  審  査、  選  定  し、  認  定  事  業  者  を  決  定  し  ま  す。 
       た  だ  し、  審  査  結  果  が  ⼀  定  の  基  準  に  満  た  な  い  場  合  は、  認  定  し  な  い  こ  と  が  あ  り  ま  す。 

    （２）  審  査  ⽅  法  に  つ  い  て 
       下  記  の  審  査  基  準  に  基  づ  き、  応  募  者  の  説  明  及  び  提  出  書  類  の  内  容  を  基  に  審  査  を  実  施  し、  基  準  点  を 
    超  え  た  事  業  者  か  ら  認  定  し  ま  す。    
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    （３）  審  査  項  ⽬  及  び  審  査  基  準  に  つ  い  て 
      

 審  査  項  ⽬  審  査  内  容  配  点 

 応  募  者  に  つ  い  て  ‧  実  施  体  制  5  点 

 提  案  内  容  に  つ  い  て 
 （ふ  る  さ  と  納  税  返  礼  品  と 
 し  て  の  可  能  性） 

 ‧  市  場  性、  成  ⻑  の  可  能  性 
 ‧  優  位  性、  実  現  性 
 ‧  経  済  波  及  効  果 

 60  点 

 CF  プ  ロ  ジェ  ク  ト  の  魅  ⼒  に 
 つ  い  て 

 ‧  訴  求  ⼒  20  点 

 資  ⾦‧  収  ⽀  計  画  に  つ  い  て  ‧  収  益  性 
 ‧  資  ⾦  計  画 

 10  点 

 実  績  に  つ  い  て  ‧  ふ  る  さ  と  納  税  返  礼  品  と  し  て  の  実  績  5  点 

 合  計  100  点 

       ※  採  点  者  の  平  均  点  が  65  点  以  上  で  認  定  候  補  者  と  し  ま  す。 

 ５  ．  審  査  結  果 
    審  査  結  果  に  つ  い  て  は、  応  募  い  た  だ  い  た  す  べ  て  の  応  募  者  へ  通  知  し  ま  す。 

 ６  ．  応  募  者  の  失  格 
    次  の  い  ず  れ  か  に  該  当  す  る  場  合  は  失  格  と  な  り  ま  す。 
    ア     提  出  書  類  に  虚  偽  の  記  載  が  あっ  た  場  合 
    イ     審  査  の  公  平  性  を  害  す  る  ⾏  為  が  あっ  た  場  合 
    ウ     提  出  書  類  の  内  容  に  関  し  て  補  ⾜  説  明  を  求  め  た  に  も  か  か  わ  ら  ず、  補  ⾜  説  明  し  な  かっ  た  場  合 
    エ     当  該  募  集  要  項  に  記  載  す  る  事  項  に  違  反  し  た  場  合 

 ７  ．  そ  の  他 
  ‧  事  業  実  施  期  間  は、  令  和  ８  年  ２  ⽉  27  ⽇  （⾦）  ま  で  と  し  ま  す。 
  ‧  当  該  補  助  ⾦  交  付  要  綱  に  基  づ  き、  補  助  ⾦  は、  事  業  完  了  後  に  提  出  い  た  だ  く  事  業  報  告  書  等  の  内  容  を 
       市  が  審  査  し、  補  助  ⾦  の  額  を  確  定  さ  せ  た  後  に  ⽀  払  い  ま  す。 
  ‧  CF  の  結  果、  寄  附  ⾦  額  が  ⽬  標  ⾦  額  を  超  え  た  場  合  で  も、  他  の  事  業  の  認  定  状  況  等  に  応  じ  て  補  助  額 
       （寄  附  ⾦  額  ×5  分  の  2  ）  が  補  助  対  象  経  費  の  満  額  に  な  る  ま  で  CF  を  継  続  す  る  場  合  が  あ  り  ま  す。 
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